
豊田市防犯灯設置費等補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号）に定める

もののほか、自治区が設置する防犯灯に関する補助金の交付に関し、必要な事項を
定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 
（１）防犯灯 公衆用道路等における夜間の犯罪の防止を図るための照明であって、

次のいずれにも該当するものをいう。 
ア 自治区が維持管理するものであること。 
イ 設置間隔がおおむね３０メートル以上であること。ただし、見通しが利かない

又は防犯上の安全が確保できないと市長が認めた場合を除く。 
ウ 住民以外の、神社・仏閣、事業所等の保安目的で利用するものでないこと。 
エ 広告等の表示がないこと。 

（２）省エネ型防犯灯 防犯灯のうち、その光源にＬＥＤを使用したもの又は次のい
ずれにも該当するもの 

 ア 電灯料金区分が、次号に掲げる従来型防犯灯と比較して１ランク下がること。 
イ 光源の寿命が、４万時間以上であること。 

（３）従来型防犯灯 防犯灯のうち、前号に規定する省エネ型防犯灯以外のもの 
（補助金の交付目的） 
第３条 この補助金は、自治区に対し、防犯灯の整備に係る経費の一部を補助するこ

とにより、公衆用道路等における夜間の犯罪の防止を図ることを目的とする。 
（補助事業者） 
第４条 この補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、防犯灯の設置

等をしようとする自治区とする。 
（補助事業） 
第５条 この補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事

業者が行う事業で、防犯灯器具等の設置、移設、更新又は防犯上必要と認められる
撤去に係るものとする。 

（補助対象経費） 
第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲

げる経費とする。 
（１）省エネ型防犯灯器具等の新設、移設、更新又は撤去に係る経費 
（２）従来型防犯灯器具等から省エネ型防犯灯器具等への更新に係る経費 
（３）従来型防犯灯器具等の移設又は撤去に係る経費 
（４）防犯灯用ポールの修繕に係る経費 
（補助金額等） 
第７条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費相当額とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額

を補助金の限度とする。 
 



（１）省エネ型防犯灯器具等の新設、移設又は更新若しくは既設の防犯灯器具等から
省エネ型防犯灯器具等への更新 １灯につき３万５千円 

（２）従来型防犯灯器具等の移設 １灯につき２万５千円 
（３）従来型防犯灯器具等又は省エネ型防犯灯器具等の撤去 １灯につき２万円 
（４）防犯灯用ポールの修繕 １本につき１万２千円 
３ 防犯灯の新設、移設、更新又は撤去において、防犯灯用ポールの取付工事、移設

工事、更新工事又は撤去工事が必要なときは、第１項の経費相当額（当該経費が前
項の限度額を超えるときは、その限度額）に当該工事に係る経費を加算するものと
する。ただし、当該工事に係る補助金の額は、１本につき６万円を限度とする。 

（端数処理） 
第８条 補助金の額の決定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。 
（交付の申請） 
第９条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助事業実施前に防犯灯設置

費等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し
なければならない。 

（１）防犯灯の設置等に係る業者の見積書（新設、更新等の工事内容が分かるもの）
の写し（消費税を含み、当該見積金額が１者５０万円以上となる場合は、２者以上
の見積書の写し）  

（２）現況写真（移設の場合は現況写真と移設予定場所の写真） 
（申請等の特例） 
第１０条 補助事業者は次の各号に掲げる申請等については、電子情報処理組織（市

の機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等
の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

（１）前条に規定する交付申請 
（２）第１２条第１項に規定する変更等承認申請 
（３）第１４条に規定する実績報告 
（４）第１６条に規定する概算払申請 
２ 前項の規定により同項各号の申請等がなされたときは、当該電子的記録は当該書

類とみなす。 
（交付の決定） 
第１１条 市長は、第９条及び前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、

その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において交
付の決定をする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、防犯灯設置費等補助
金交付決定通知書（様式第２号）により、補助事業者に通知しなければならない。 

３ 前項に規定する通知は、防犯灯設置費等補助金交付申請書の提出があった日から
起算して３０日を経過した日までに行わなければならない。 

（計画の変更） 
第１２条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画

変更（廃止を含む。）をする場合は、直ちに市長に防犯灯設置費等補助金計画変更
等承認申請書（様式第３号）を提出し、その承認を受けなければならない。 



２ 市長は、前項の防犯灯設置費等補助金計画変更等承認申請書を受理したときは、
変更内容を審査し、適当と認めたときは、前条第１項の規定による決定を変更する
ことができる。 

（変更決定通知） 
第１３条 市長は、前条第２項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したとき

は、防犯灯設置費等補助金変更等決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に
通知しなければならない。 

２ 第１１条第３項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、第
１１条第３項中「防犯灯設置費等補助金交付申請書」とあるのは「防犯灯設置費等
補助金変更等決定通知書」と読み替えるものとする。 

（実績報告） 
第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日

を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、防犯灯設置費等
補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して、市長にその実績を
報告しなければならない。 

（１）施工業者の領収書の写し 
（２）実施後の写真（新設、更新等が分かる写真） 
（額の確定及び交付） 
第１５条 市長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、防犯灯設置費等補助
金確定通知書（様式第６号）により補助事業者等に通知した後に、請求に基づき当
該額を交付するものとする。 

（概算払） 
第１６条 市長は、第１１条及び第１３条の規定により通知した補助金の額が５０万

円以上であり、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、
補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

２ 前項の規定による概算払は、交付決定額を限度額とし、１回限りとする。 
３ 補助事業者は、第１項に規定する概算払を必要とする場合は、防犯灯設置費等補

助金概算払申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 
４ 概算払により交付した補助金の額と第１５条の規定により通知した額とに過不

足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。 
（補助金の返還） 
第１７条 市長は、補助金が、第３条の交付目的に沿った防犯灯の設置に適正に利用

されていないと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 
（委任） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
(経過措置) 

２ この要綱による改正前の豊田市防犯灯設置費補助金交付要綱の規定に基づいて
作成されている様式は、この要綱による改正後の豊田市防犯灯設置費等補助金交付



要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 
 
（要綱の失効） 
３ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に

この要綱の規定に基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なお
効力を有する。 

 
 

沿革  平成１３年４月１日施行 
     平成１６年４月１日施行 
     平成１９年４月１日施行 
     平成２１年４月１日改正施行 
     平成２２年４月１日施行 
     平成２３年４月１日改正施行 
     平成２４年４月１日改正施行 

平成２６年４月１日改正施行 
平成２８年４月１日改正施行 
平成２９年４月１日改正施行 
平成３０年４月１日改正施行 
令和２年４月１日改正施行 
令和３年１月１日改正施行 
令和３年９月１日改正施行 
令和４年４月１日改正施行 
令和４年１０月 1 日改正施行 
令和６年４月 1 日改正施行 
令和７年４月 1 日改正施行 
令和８年４月１日改正施行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
様式第１号（第９条関係） 

  年  月  日 
豊田市長 様 
（取扱い︓     ） 

（申 請 者）所 在 地  

自 治 区 名   

自治区長名  

 
 

 年度 防犯灯設置費等補助金交付申請書 
 
 

年度において防犯灯を整備したいので、豊田市補助金等交付規則第４条の規定
により、下記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
 
１ 補助金交付申請額     金      ，０００円 
 
２ 補助事業の目的 
                                       
 
                                         
  
                                         
 
 
添付書類 
（１）新設、更新等工事内容がわかる見積書の写し 
（２）現況写真  
   ただし、移設の場合は現況写真と移設予定場所の写真 
（３）防犯灯設置場所の地図 
   ※防犯灯の設置場所を地図上に●印で明示し、３（２）支出の部の表の一番左

列の番号を記載すること 
   ※周辺の防犯灯を地図上に〇印で明示すること 
 
  



 
３ 申請の内容（収支予算書兼事業計画書） 
（１）収入の部                              

区   分 金  額(円) 備   考 

市 補 助 金   

自治区負担金   

合    計   

 
（２）支出の部 

番
号 設置場所 電柱番号 現在の型 申 請 内 容 事業費(円・税込) 

1 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

2 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

３ 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

４ 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

５ 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

 

合計灯数 新設 移設 更新 撤去 ポール  
修繕  事業費合計 

従来型 
防犯灯  灯  灯  

円 省エネ型
防犯灯 灯 灯 灯 灯  

ポール 本 本 本 本 本 



 

記入上の注意  

１ 申請内容の欄は、該当する□にレ印を付してください。 

２ 中部電力以外の電柱に取り付ける場合は、電源を取る中部電力の電柱番号を記載
してください。 

３ 申請灯数が５灯を超える場合は、別紙に記載してください。 

４ １灯・本あたりの補助限度額 

 

  

従来型防犯灯 省エネ型防犯灯 防犯灯 ポール 

移設 新設・移設・更新 撤去 設置・移設 
・更新・撤去 修繕 

25,000 円 35,000 円 20,000 円 60,000 円 12,000 円 



別紙（支出の部の続き） 
番
号  設置場所 電柱番号 現在の型 申 請 内 容 事業費(円・税込) 

6 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

7 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

8 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

9 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

10 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

11 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

12 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

13 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

14 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  

15 
町 

(丁目) 
番地 

 
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
□未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 ☐新設 ☐移設 ☐更新

☐撤去   
ポール工事 ☐有 ☐無  



 

様式第２号（第１１条関係） 
豊  発第  号 

 
自 治 区 名  
自治区長名      様 

 
 

 年度 防犯灯設置費等補助金交付決定通知書 
 
 

年 月 日付けで申請のあった  年度防犯灯設置費等補助金について、豊
田市補助金等交付規則第５条の規定により、下記のとおり交付することを決定します。 
 

   年 月 日 
 

豊田市長          印   
 

 
 

記 
 
 
１ 交付決定額      金     ,０００ 円 
 
２ 決定の内容 

従来型 
防犯灯 

省エネ型防犯灯 防犯灯 ポール 

移 設 新 設 移 設 更 新 撤去 設置等※ 修繕 

灯 灯 灯 灯 灯 本 本 

   ※ポール設置等︓設置・移設・更新・撤去のいずれかのこと。 
 

注意 １ 決定の内容の詳細については、添付の査定書を参照してください。 
２ 補助事業の計画を変更（廃止を含む。）する場合は、直ちに市長の承認

を受けてください。 
３ この補助金は、防犯灯の設置等に対するものであり、使途が不適当であ

ると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあ
ります。 

 



査定書（防犯灯設置費等補助金） 
 

１ 対象事業費の内訳  
【工事業者名】 

電柱番号 
事業内容 事業費 

(円・税込) 

補助対象 
事業費 

(円・税込) 
（A）  

(A)又は(B) 
いずれか
低い額(円) 

（C）  現在の型 申請内容 

１  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去 

ポール工事 ☐有 □無    

２  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

３  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

４  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

５  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     
※５灯を超える場合は別紙に続く 

事業費 合計額 円 

（C） 合計額 円 

補助金額 
（(C)の合計額の 1,000 円未満切捨て） 

，０００円 
 
＜１灯・本あたりの補助限度額（Ｂ）＞ 
従来型防犯灯 省エネ型防犯灯 防犯灯 ポール 

移設 新設・移設・更新 撤去 設置・移設・更新・撤去 修繕 

25,000 円 35,000 円 20,000 円 60,000 円 12,000 円 
 
２ 補助対象外事業の理由 
                                           
                                        
 



別紙（対象事業費の内訳の続き）  

電柱番号 
事業内容 事業費 

(円・税込) 

補助対象 
事業費 

(円・税込) 
（A） 

(A)又は(B) 
いずれか
低い額(円) 

（C） 現在の型 申請内容 

6  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

7  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

８  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

９  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

10  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

11  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

12  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

13  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

14  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

15  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無      



様式第３号（第１２条関係） 
  年  月  日 

豊田市長 様 
（取扱い／     ） 
 

（申 請 者）所 在 地  

自 治 区 名   

自治区長名  

 
 

 年度 防犯灯設置費等補助金計画変更等承認申請書 
 
 

年 月 日付け豊  発第  号で☐交付決定（☐変更決定）を受けた防犯灯
設置費等補助金に係る事業について、下記のとおり計画を☐変更（☐廃止）したいので、
豊田市補助金等交付規則第８条の規定により承認されたく、申請します。 
 

記 
 
1 補助金交付申請額 

 
 

 
 

２ 変更等の理由 
 
                                     

                                     
 
 
 
記入上の注意  
１ 申請内容の欄は、該当する□にレ印を付けてください。 
２ 中部電力以外の電柱に取り付ける場合は、電源を取る中部電力の電柱番号を記載

してください。 
 
 
 
 
 

 

 

（変更等前） 金      ，０００ 円 

（変更等後） 金      ，０００ 円 



３ 変更等の内容 

（１）事業の種類と灯数 

（２）変更となった防犯灯 

番 
号 

変更 
内容 

設置場所 電柱番号 現 在 の 型 申 請 内 容 
事業費 

(円・税込) 

１ 
□追加 
□廃止 
□変更 

町 
(丁目) 

番地 
 

☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無   

２ 
□追加 
□廃止 
□変更 

町 
(丁目) 

番地 
 

☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無   

３ 
□追加 
□廃止 
□変更 

町 
(丁目) 

番地 
 

☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無   

４ 
□追加 
□廃止 
□変更 

町 
(丁目) 

番地 
 

☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無   

５ 
□追加 
□廃止 
□変更 

町 
(丁目) 

番地 
 

☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
 

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無   

種   類 変更前（灯・本） 変更後（灯・本） 

従来型防犯灯 移設   

省エネ型防犯灯 
新設   

移設   

更新   

防犯灯 撤去   

ポール 

設置   

移設   

更新   

撤去   

修繕   



 
４ 添付書類 
（１）変更後の新設、更新等工事内容がわかる見積書の写し 
（２）現況写真（設置箇所等に変更がある場合のみ） 
（３）防犯灯設置等の場所の地図（設置箇所等に変更がある場合のみ） 
  ※防犯灯の設置場所を地図上に●印で明示し、３（２）変更となった防犯灯の表

の一番左列の番号を記載すること 
  ※周辺の防犯灯を地図上に〇印で明示すること 
 
  



 

様式第４号（第１３条関係） 
豊  発第  号 

 
自 治 区 名  
自治区長名     様  
 

 年度 防犯灯設置費等補助金変更等決定通知書 

 
  年   月   日付け豊  発第   号で通知しま した防犯灯設置費 等補助

金の□交付決定（□変更決定）について、豊田市補助金等交付規則第９条の規定によ
り、下記のとおり変更します。 
 

  年  月  日 
 
 

豊田市長         印  
 
 

記 
 
 
１ 変更決定額    金      ，０００円 
 
２ 変更等の内容 

 

従来型 
防犯灯 

省エネ型防犯灯 防犯灯 ポール 
補助金額 

移設 新設 移設 更新 撤去 
設置等

※ 
修繕 

変更等
前 

灯 灯 灯 灯 灯 本 本 円 

変更等
後 

灯 灯 灯 灯 灯 本 本 円 

※ポール設置等…設置・移設・更新・撤去のいずれかのこと。 
 
注意 １ 決定の内容の詳細については、添付の変更査定書を参照してください。 

２ 補助事業の計画を再度変更（廃止を含む。）する場合は、直ちに市長の承
認を受けてください。 

３ この補助金は、防犯灯の設置等に対するものであり、使途が不適当である
と認めるときは、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあり
ます。 

 



変更査定書（防犯灯設置費補助金） 
 

１ 対象事業費の内訳  
【工事業者名】 

電柱番号 
事業内容 事業費 

(円・税込) 

補助対象 
事業費 

(円・税込) 
（A） 

(A)又は(B) 
いずれか
低い額(円) 

（C） 現在の型 申請内容 

１  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

２  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

３  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

４  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

５  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     
※５灯を超える場合は別紙に続く 

事業費 合計額 円 

（C） 合計額 円 

補助金額 
（(C)の合計額の 1,000 円未満切捨て） 

，０００円 

 
＜１灯・本あたりの補助限度額（Ｂ）＞ 

 
２ 補助対象外事業の理由 
                                           
                                        

従来型防犯灯 省エネ型防犯灯 防犯灯 ポール 

移設 新設・移設・更新 撤去 設置・移設・更新・撤去  修繕 

25,000 円 35,000 円 20,000 円 60,000 円 12,000 円 



別紙（対象事業費の内訳の続き）  

電柱番号 
事業内容 事業費 

(円・税込) 

補助対象 
事業費 

(円・税込) 
（A） 

(A)又は(B) 
いずれか
低い額(円) 

（C） 現在の型 申請内容 

6  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

7  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

８  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

９  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  
ポール工事 ☐有 □無     

10  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

11  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

12  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

13  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

14  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     

15  
☐従来型  
☐省ｴﾈ型 
☐未設置 

☐従来型 ☐省エネ型 
   

☐新設 ☐移設 ☐更新□撤去  

ポール工事 ☐有 □無     



様式第５号（第１４条関係） 
  年  月  日 

豊田市長 様 
（取扱い／    ） 

（報 告 者）所 在 地  

自 治 区 名   

自治区長名  
 

 年度 防犯灯設置費等補助金実績報告書 
 
   年 月 日付け豊  発第   号で☐交付決定（□変更決定）を受けた 
  年度防犯灯設置費等補助金に係る事業を完了したので、豊田市補助金等交付規
則第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 

 
記 

１ 事業の効果 
                                       
                                         
２ 事業の実績（収支決算書兼事業報告書） 
（１）収入の部                             

区    分 金   額（円） 備    考 

市 補 助 金 ,０００  

自治区負担金   

合    計   
 

（２）支出の部 
種   類 灯 数（灯・本） 事業費（円・税込） 

従来型防犯灯 移設  

 

省エネ型防犯灯 
新設  

移設  

更新  

防犯灯 撤去  

ポール 
設置等※  

修繕  

※ポール設置等…設置・移設・更新・撤去のいずれかのこと。 
注意 １ □のところは、該当するものにレ印を付してください。 

２  報告の内容が補助事業の完了の場合は、次の書類を添付してください。 
（１）施工業者の領収書の写し                                   
（２）実施後の写真（新設、更新等が分かる写真） 



様式第６号（第１５条関係） 
豊  発第   号 

自 治 区 名  
自治区長名      様 

 
 

 年度 防犯灯設置費等補助金確定通知書 
 

     年  月 日付けで実績報告があった  年度防犯灯設置費等補助金につい
て、豊田市補助金等交付規則第１１条の規定により、下記のとおり補助金等の額を確
定しましたので、通知します。 
 
    年 月 日 

 
豊田市長        印  

 
記 

 
 
１ 補助事業名      防犯灯設置費等補助金 
 
 
２ 補助金の額      金         ,０００ 円 
 
 
３ 変更の内容（※交付決定額から変更がある場合のみ） 

区   分 変 更 前 変 更 後 

補助対象事業費 円 円 

補 助 金 額 円 円 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
様式第７号（第１６条関係） 

                     年  月  日 
豊田市長 様 

 

（申請者）所 在 地  

自 治 区 名   

自治区長名  

 
 

年度 防犯灯設置費等補助金概算払申請書 
 

 
  年  月  日付け豊  発第  号で☐交付決定（☐変更決定）を受けた防

犯灯設置費等補助金について、豊田市補助金等交付規則第１１条第２項の規定によ
り、下記のとおり概算払を申請します。 

 
 

記 
 
 
１ 概算払申請額  金      ,０００円 
         （補助金交付決定額          円） 
 
２ 申請の理由 
                                     
                                     
   
３ 事業完了予定        年  月  日 
 
 
 

 

 


